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ニュースレター
　旧暦では5月が夏の始まりです。クールビズも5月スタートになったように、暑い日が増
えてきますので、ご自愛ください。

　掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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人材開発協会 

固定残業の基準が少しゆるんだ!! 

         レポート 理事長 湯瀬 正博 

 

 

 5 月のメールニュースです。 

 

これまで固定残業に関する裁判例は 

日々厳正さを増して、要件に合致しない

ものには否定的な判決が出ていました。  

 

 社労士会に関係のある、ある弁護士に

よりますとここにきて、「定額残業代に対

する逆風が少しやんだかのような判決が

出たかもしれない」と報告しています。 

  

 本事件の会社は、1 ケ月 80 時間を固定

残業として計上していました。  

 労働者側は、そもそも 80時間の固定残

業は、過労死ライン上であり公序良俗に

反し無効である。として毎月 80時間程度

行っていた残業代の全額請求をしたもの

でしたが、しかし裁判では 80時間分の定

額残業を認めて、差額である、わずか

8,366円のみの支払いを認めたものです。  

   （平成 29 年 10 月 16 日東京地裁）  

 

 弁護士は正式な意見ではありませんが、

この判決について次のようにつぶやいて

います。  

 

 昨今、未払残業代の請求について、弁

護士は定額残業代の無効性を主張して 

残業単価を、一挙に上げて未払賃金額を

増やす“戦略”をとってきます。  

 

 例えば「手当の名称がおかしい」「時間

数の明記がない」。さらに今回のように

「公序良俗に反する」といったように主

張して判決や、和解を強いらせることが

多くあります。   

 中には倒産した企業もあったりと、こ

のような事情から、裁判所もあまり厳し

い解釈は現実的ではなく、弁護士による

濫用的請求を減らしたいというベクトル

も働いたのではないかと述べています。  

 どちらにせよ弁護士の未払賃金に対す

る動きが問題化してきているようです。  

 

我々はこれまでのように以下の３点を

厳正に運用することで御提案させていた

だきたいと考えております。 

 

① 固定残業の明確な区分  

（就業規則の記載 賃金明細での時間と 

 金額の記載）  

② 労使間の同意 

（雇用契約書の取り交わし）  

③ 超えた分を清算する仕組みをもつこと  

 

 皆様にご提案しておりますこの運用で、

ガードを固めてゆきたいと考えています。 

 

 



                                               
 

 

   

   

 

平成 30 年 5 月 24 日（木） 午後 4 時 00 分 ～午後 5 時 30 分 株式会社人材開発の会議室にて、

全理事及び監事６名が全員出席して理事会が開催されました。総会での決議すべき内容について、

理事会にて審議・承認が行われました。 

２.  平成 29 年度の報告がなされました。 

Ⅰ 平成 30 年 3 月 31 日現在 法人会員数は 36社 個人会員３名となりました。 

Ⅱ 事業の報告 

① 「コーチング・メンター技術研修」を平成 29 年 11 月８日に述べ 15 名に行った。 

② 「モチベーションマネージメント研修」を平成 29 年 12 月 13 日に述べ 17 名に行った。 

③ 「ＣＳ向上・クレーム対応研修」を平成 30 年１月 17 日に述べ 17 名に行った。 

④ ①と別の講師による「コーチング・メンター技術研修」を平成 30 年２月 21 日に述  

べ 13 名に行った。 

⑤ キャリアコンサルトによるキャリア面談を平成 30 年２月９日に述べ６名に行った。 

⑥ キャリアコンサルトによるキャリア面談を平成 30 年２月 28 日に述べ５名に行った 

⑦ ストレスチェックを述べ２社に対して行った。 

⑧ 意見交換会及び懇親会活動を年間７回行った。 

⑨ 「人材開発協会会報」を毎月計 12 回発行した。 

１.  人材開発協会 平成 30 年通常総会の開催について 

千代田富士見出張所の会議室にて 平成 30 年度 6 月 26 日（火）

に午後 3 時 00 分～午後 4 時 00 分に総会と、4 時 00 分から 5 時

00 分まで本望和也氏による基調講演「社員の行動変革を生むメ

ンタルトレーニング」を催すことを決議。 

平成３０年度の「人材開発協会理事会」が開催されました。 

理事会終了後は 神楽坂「MARIO」にて親睦会を行いました。 

30 年度の活動につきまして意見交換がなされ、本年度も頑張って 

いこうと決議されました。 

３. 平成 29 年度収支決算報告がなされ 監事 今井 恒雄が適正であることを宣言しました。 

４. 理事長から平成 30 年度事業計画（案）及び平成 30 年度収支予算（案）が発表されました。 

５. 労働保険事務組合に係る認可について、総会承認後、認可申請を行いたいとする決議を全員 

異議なく承認しました。 

６. 事務処理規約の制定について案が提示され、全員承認しました。 

７. 「人材開発協会会報」の編集会議の開催を理事会開催の都度定期的に編集会議を行うことと 

しました。 
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理事会で承認されたこれらの内容について通常総会にて報告され議決されることが期待されます。 

後に全会員に出欠の確認と及び欠席者には議決権の委任のお知らせを発送されており、現在出席

者及び委任者の集計がなされているところです。 
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